
第３７５回宮城県議会（定例会）提出予定議案一覧 

 

Ⅰ 予算議案（２件） 

 

（１） 議第 134 号議案 

 

（２） 議第 135 号議案 

 

  

令和２年度 宮 城 県 一 般 会 計 補 正 予 算                     

宮 城 県 県 有 林 特 別 会 計 補 正 予 算                     令和２年度 



 

Ⅱ 予算外議案（２１件） 

 

１ 条例議案（１１件） 

 

（１） 議第 136 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 議第 137 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例 

○主な内容 

 基金の設置目的・管理・処分等 

知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を 

改正する条例  

○主な内容 

 海区漁業調整委員会委員の県に対する損害賠償責任の一部免責に関 

する基準の改定 

 地方自治法施行令の改正に伴い，所要の改正を行おうとする 

もの 

施行 令和２年１２月１日 

 所管 行政管理室 

新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けている地域 

経済及び県民生活の支援を通じた地方創生の推進を図るため, 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金を設置しよう 

とするもの 

  施行 公布の日 

  所管 震災復興政策課 



 

（３） 議第 138 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 139 号議案 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東日本大震災復興交付金基金条例の一部を改正する条例 

 

○主な内容 

失効期日を令和４年１２月３１日（改正前平成３３年１２月３１日） 

まで延長 

宮 城 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

○主な内容 

法人税割超過課税の５年間延長 

法人県民税の法人税割に係る超過課税の適用期限を延長しよ 

うとするもの 

施行 令和３年５月１日等 

 所管 税務課 

 東日本大震災復興交付金を充てて行う事業又は事務の実施を

継続するため，失効期日を延長しようとするもの 

施行 公布の日等 

所管 財政課 

 

 



 

（５） 議第 140 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 141 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場 

合の県税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

 

○主な内容 

文言の整理 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例 
 

 

○主な内容 

県が個人番号を独自に利用できる事務（県独自利用事務）の追加 

 → ２事務 

 

東日本大震災復興特別区域法の改正に伴い，所要の改正を行

おうとするもの 

施行 令和３年４月１日等 

所管 税務課 

 

 県が個人番号を独自に利用できる事務を追加するため，所要 

の改正を行おうとするもの 

施行 令和３年４月１日 

所管 情報政策課 

 



 

（７） 議第 142 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 143 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域医療再生臨時特例基金条例の一部を改正する条例 

 

○主な内容 

失効期日を令和４年３月３１日（改正前平成３２年１２月３１日） 

まで延長 

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等 

に関する法律施行条例の一部を改正する条例 
 

○主な内容 

 引用条項の移動 

 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関 

する法律の改正に伴い，所要の改正を行おうとするもの 

  施行 公布の日 

  所管 薬務課 

 

 地域における医療課題を解決するための事業を継続するため，

失効期日を延長しようとするもの 

施行 公布の日 

所管 医療政策課 

 



 

（９） 議第 144 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 145 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例 
 

 

 

  

○主な内容 

 家畜伝染病の名称変更 

県 立 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

 

 

○主な内容 

１ 石巻南浜津波復興祈念公園を指定管理公園に追加 

２ 公園の開園時間を規定 

 家畜伝染病予防法施行規則の改正に伴い，所要の改正を行お 

うとするもの 

  施行 公布の日 

  所管 畜産課 

 

石巻南浜津波復興祈念公園の新設に伴い，所要の改正を行お 

うとするもの 

 施行 公布の日等 

 所管 都市計画課 

 



 

（11） 議第 146 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 立 学 校 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

○主な内容 

 令和元年東日本台風による災害により被害を受けた者に係る入学者 

選抜手数料の免除の期間を令和２年度まで延長 

令和元年東日本台風により被害を受けた者に係る入学者選抜 

手数料の免除の期間を延長するため，所要の改正を行おうとす 

るもの 

施行 公布の日 

 所管 高校教育課 



 

 

２ 条例外議案（１０件） 

 

（１） 議第 147 号議案 

 

 

 

 
 
 

（２） 議第 148 号議案  

 

 

 

 

 

鳴瀬川ダムの建設及び漆沢ダムの建設（再開発）に関す

る基本計画の作成について 
 

 

○計画の内容 

１ 建設の目的 

２ 位置及び名称 

３ 規模及び型式 

４ 貯留量，取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分に関する 

事項 

５ ダム使用権の設定予定者 

６ 建設に要する費用及びその負担に関する事項 

７ 工期 

８ その他建設に関する基本的事項 

特定多目的ダム法の定めるところにより，鳴瀬川ダムの建設 

及び漆沢ダムの建設（再開発）に関する基本計画の作成につい 

て国.土.交.通大臣から意見を求められたので，異議がな.い.旨の.意 

見を述べようとするもの 

 所管 河川課 

 

 

 

 
財産の取得について（情報通信機器（テレワーク用パソ 

コン等）一式） 

 

○主な内容 

 １も取得しようとする財産       情報通信機器（テレワーク用パソコン 

                                                                                   等）一式                                                                              

２も取 得 金 額     163,692,210円 

３も取 得 の 相 手 方       ＮＥＣフィールディング株式会社 

 

 
 

 
 

  

 

情報通信機器（テレワーク用パソコン等）一式を取得するこ 

とについて，地方自治法の定めるところにより，議会の議決を 

受けようとするもの 

            所管 情報政策課 



 

 

（３） 議第 149 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 議第 150 号議案 

 

 

  

 

 

 

  

財産の取得について（情報通信機器（タブレット端末等）

一式） 
 
 

 

 

 

 

○主な内容 

 １も取得しようとする財産も情報通信機器（タブレット端末等） 

                                                                                     一式 

２も取 得 金 額       329,450,000円 

３も取 得 の 相 手 方あテクノ・マインド株式会社 

 
 

 

 

 

工事請負契約の締結について（宮城県産業技術総合セン 

ター試験棟新築工事） 

○施工地名あ仙台市泉区明通地内 

○工事内容あＥＭＣ総合試験棟 Ｓ造地上１階地下１階建 

 延床面積 879㎡ 

渡り廊下 Ｓ造平家  

 建築面積 32㎡ 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和３年１１月３０日 

請 負 金 額 あ495,000,000円 

契約の相手方あ奥田建設株式会社 

●所管あ新産業振興課 

 

も県立高等学校において使用する情報通信機器（タブレット端 

末等）一式を取得することについて，地方自治法の定めるとこ 

ろにより，議会の議決を受けようとするもの 

        所管 高校教育課 



 

 

（５） 議第 151 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 議第 152 号議案 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

工事請負契約の締結について（主要地方道気仙沼唐桑線 

本町道路改築工事）  

 

 

 

○施工地名あ気仙沼市本町地内外 

○工事内容あ施工延長あＬ＝320.0ｍ 

ああああああ 掘削工あＶ＝84,600 ㎥ 

       排水工 Ｌ＝364.0ｍ 

       擁壁工 Ａ＝972㎡ 外 

○工ああ期あ議決の日の翌日～令和５年３月２０日 

工事請負変更契約の締結について（気仙沼漁港防潮堤新 

築工事（その２）） 
 

 

○議 決 日あ平成２９年２月２０日あ議第４４号議案 

○第一回変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１２２号 

○第二回変更あ平成３０年２月１６日あ議第９４号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

あ請 負 金 額 あ 1,737,507,240円 → 2,051,670,540円 

あ契約の相手方あ株式会社小野良組 

ああ所管あ漁港復興推進室 

 

請 負 金 額 あ1,127,500,000円 

契約の相手方あ株式会社小野良組 

●所管あ道路課 

 



 

 

（７） 議第 153 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 議第 154 号議案 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事請負変更契約の締結について（志津川漁港防潮堤等 

災害復旧工事（その３）） 

 

 

○議 決 日あ平成２９年２月２０日あ議第４９号議案 

○第一回変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１２７号 

○第二回変更あ平成３０年２月２３日提出あ報告第３２号 

○第三回変更あ令和元年１１月２６日提出あ報告第１１５号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

 

工事請負変更契約の締結について（主要地方道石巻鮎川 

線風越橋（仮称）新設（下部工）工事） 

 

○議 決 日あ平成２８年６月１６日あ議第１９５号議案 

○第一回変更あ平成２８年９月１４日提出あ報告第２４０号 

○第二回変更あ平成３０年２月２３日提出あ報告第４３号 

○第三回変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第２９号 

○第四回変更あ令和元年９月４日あ議第１６９号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

 

あ請 負 金 額 あ 1,587,772,740円 → 1,856,557,740円 

あ契約の相手方あ株式会社阿部伊組 

ああ所管あ漁港復興推進室 

 

あ請 負 金 額 あ 1,998,932,860円 → 2,255,946,760円 

 あ 契約の相手方 あ マルテック・森本組復旧・復興建設工事共 

 あ 契約の相手方 あ 同企業体 

●●所管あ道路課 

 



 

 

（９） 議第 155 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10） 議第 156 号議案 

 

 

 

 

 

  

工事請負変更契約の締結について（折立川護岸等災害復 

旧工事） 
 

 

 

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

 

あ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 決 日あ平成２６年７月３日あ議第２２４号議案 

○第一回変更あ平成２６年９月１７日提出あ報告第２４８号 

○第二回変更あ平成２８年２月２４日提出あ報告第９３号 

○第三回変更あ平成２８年９月１４日提出あ報告第２５８号 

○第四回変更あ平成２９年９月１日提出あ報告第１７５号 

○第五回変更あ平成３０年２月２３日提出あ報告第５０号 

○第六回変更あ平成３１年２月１４日あ議第５６号議案 

○第七回変更あ令和２年２月１４日あ議第５７号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

 
 

 

工事請負変更契約の締結について（仙台塩釜港石巻港区 

防潮堤建設工事（その１６）） 
 

 

 

○議 決 日あ平成３０年９月１９日あ議第２１７号議案 

○第一回変更あ平成３０年１１月２６日提出あ報告第２１１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

 

あ請 負 金 額 あ 715,856,400円 → 928,588,700円 

 あ 契約の相手方 あ 株式会社丸本組 

●●所管あ港湾課 

 

あ請 負 金 額 あ 6,047,354,120円 → 5,948,967,920円 

 あ 契約の相手方 あ フジタ・福田組・佐千代組建設工事共同企 

業体 

●●所管あ河川課 

 



 

 

Ⅲ 報告（２０件） 

 

（１） 報告第 64 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 報告第 65 号 

 

 

 

  

専決処分の報告について（津谷川等護岸等災害復旧工事 

（その２）の委託契約の変更）  
 

 

 

あ 

○議 決 日あ平成２８年９月１５日あ議第２３２号議案 

○一回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第１号 

○二回目変更あ令和元年１１月２６日提出あ報告第１１１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による委託金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日  

専決処分の報告について（八幡川護岸等災害復旧工事の 

委託契約の変更） 
 

 

  

 

○議 決 日あ平成２８年１１月２８日あ議第３０８号議案 

○変 更 日あ平成３０年１１月２６日提出あ報告第１８３号 

○変更の理由あ施工内容の変更による委託金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

 ● 委 託 金 額あ  6,135,335,505円 → 6,127,663,747円 

 ● 契約の相手方あ東日本旅客鉄道株式会社 

 

 ● 委 託 金 額 あ722,735,622円 → 717,846,416円 

 ● 契約の相手方 あ 南三陸町 

 



 

 

（３） 報告第 66 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 報告第 67 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専決処分の報告について（波路上漁港防潮堤等災害復旧 

工事（その２）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

○議 決 日あ平成２８年１２月１５日あ議第３３８号議案 

○一回目変更あ平成２９年２月２７日提出あ報告第２６号 

○二回目変更あ平成３０年１１月２６日提出あ報告第１９３号 

○三回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第１０号 

○変更の理由 あ 施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年８月２１日 

専決処分の報告について（浦の浜漁港防潮堤新築工事（そ 

の２）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

○議 決 日あ平成２９年１１月２７日あ議第２３８号議案 

○一回目変更あ平成３０年２月２３日提出あ報告第３５号 

○二回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第２２号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年８月２１日 

請 負 金 額●2,013,833,880円 → 1,425,369,960円 

契約の相手方●阿部伊・橋本復旧・復興建設工事共同企業 

契約の相手方●体 

請 負 金 額●763,493,040円 → 775,500,640円 

契約の相手方●株式会社橋本店 



 

 

（５） 報告第 68 号 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

（６） 報告第 69 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専決処分の報告について（水門・陸閘
こう

（漁港）遠隔監視 

制御設備工事の請負契約の変更） 
 

 

 

 

 

○議 決 日あ平成３０年１１月２７日あ議第２６４号議案 

○変更の理由あ設計単価の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年８月２１日 

専決処分の報告について（塩釜漁港防波堤改築工事の請

負契約の変更） 
 

 

○議 決 日あ令和元年１２月１７日あ議第２２９号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年８月２１日 

 

 

請 負 金 額●1,371,600,000円 → 1,371,516,840円 

契約の相手方●富士通株式会社 

請 負 金 額●645,700,000円 → 754,096,200円 

契約の相手方●東華建設・東亜建設工業復旧・復興建設工 

契約の相手方●事共同企業体 



 

 

（７） 報告第 70 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（８） 報告第 71 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（一般国道３９８号相川１号橋

（仮称）新設（上部工）工事の請負契約の変更） 
 

 

あ 

○議 決 日あ平成３０年２月１６日あ議第７２号議案 

○一回目変更あ令和元年６月１７日提出あ報告第７９号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年８月３日 

専決処分の報告について（石巻市道湊町四丁目門脇町五

丁目線鎮守大橋（仮称）新設（上部工）工事の請負契約

の変更） 
 

 

 

 

○議 決 日あ令和元年１０月４日あ議第１７５号議案 

○変更の理由あインフレスライド等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年８月３日 

 

請 負 金 額●1,414,168,900円 → 1,419,898,800円 

契約の相手方●東日本コンクリート株式会社 

請 負 金 額●2,513,528,600円 → 2,538,527,200円 

契約の相手方●三井住友建設株式会社 



 

 

（９） 報告第 72 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（10） 報告第 73 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専決処分の報告について（追波川等護岸等災害復旧工事

（その２）の請負契約の変更） 
 

 

○議 決 日あ平成２８年７月５日あ議第２１２号議案 

○一回目変更あ平成２８年９月１４日提出あ報告第２７４号 

○二回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第５６号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

 

専決処分の報告について（中島川護岸等災害復旧工事の

請負契約の変更） 
 

 

○議 決 日あ平成２９年２月２０日あ議第５８号議案 

○一回目変更あ平成２９年６月１６日提出あ報告第１５１号 

○二回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第５９号 

○三回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第２７号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

 

請 負 金 額●1,635,419,160円 → 1,776,123,460円 

契約の相手方●総武建設株式会社 

請 負 金 額●1,892,681,540円 → 1,914,330,640円 

契約の相手方●株式会社丸本組 



 

 

（11） 報告第 74 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12） 報告第 75 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

あ 

あ 

 

○議 決 日あ平成２９年６月１９日あ議第１６０号議案 

○一回目変更あ平成２９年９月１日提出あ報告第１９０号 

○二回目変更あ平成３１年２月２１日提出あ報告第６０号 

○三回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第２８号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

専決処分の報告について（白浜地区海岸護岸等災害復旧 

工事（その３）の請負契約の変更） 
 

 

 

○議 決 日あ平成２９年１１月２７日あ議第２４１号議案 

○一回目変更あ平成３０年２月２３日提出あ報告第９２号 

○二回目変更あ令和元年９月３日提出あ報告第１００号 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

専決処分の報告について（大沢川護岸等災害復旧工事（そ 

の３）の請負契約の変更） 

請 負 金 額●1,877,845,460円 → 1,928,727,060円 

契約の相手方●㈱武山興業・佐田建設㈱復旧・復興建設工 

契約の相手方●事共同企業体 

請 負 金 額●1,345,870,340円 → 1,444,494,140円 

契約の相手方●株式会社橋本店 



 

 

（13） 報告第 76 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14） 報告第 77 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専決処分の報告について（皿貝川等護岸等災害復旧及び 

新築工事の請負契約の変更） 
 

 

 

○議 決 日あ平成３０年２月１６日あ議第８２号議案 

○一回目変更あ平成３０年６月１８日提出あ報告第１４１号 

○二回目変更あ令和元年１１月２６日提出あ報告第１３１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

専決処分の報告について（七北田川護岸等災害復旧工事 

（その８）の請負契約の変更） 
 

 

 

○議 決 日あ平成３０年２月１６日あ議第８４号議案 

○一回目変更あ平成３０年９月１８日提出あ報告第１７３号 

○二回目変更あ令和元年１１月２６日提出あ報告第１３３号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

請 負 金 額●927,268,000円 → 1,000,744,700円 

契約の相手方●株式会社山内組 

請 負 金 額●1,020,713,400円 → 1,051,093,800円 

契約の相手方●株式会社橋本店 



 

 

（15） 報告第 78 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16） 報告第 79 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専決処分の報告について（追波沢川護岸等災害復旧工事 

の請負契約の変更） 
 

 

 

○議 決 日あ平成３０年６月１９日あ議第１７３号議案 

○一回目変更あ令和２年２月２１日提出あ報告第３１号 

○変更の理由あ施工内容の変更による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

専決処分の報告について（真野川等護岸等災害復旧工事 

（その２）の請負契約の変更） 
 

 

 

 

○議 決 日あ令和元年６月１８日あ議第１３３号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

請 負 金 額●759,112,100円 → 750,256,000円 

契約の相手方●株式会社橋本店 

請 負 金 額●1,155,000,000円 → 1,289,095,500円 

契約の相手方●遠藤興業株式会社 



 

 

（17） 報告第 80 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（18） 報告第 81 号 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

専決処分の報告について（川内沢川護岸等改良工事の請 

負契約の変更） 
 

 

 

○議 決 日あ令和元年９月４日あ議第１６５号議案 

○変更の理由あ施工内容の変更等による請負金額の変更 

○専決処分日あ令和２年７月３１日 

 

 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の決定） 

 
 

○事故の状況 

 １ 件   数 あ １０件 

 ２ 発   生 あ 令和２年１月～令和２年５月 

 ３ 損 害 原 因 あ 県管理道路の損傷による事故等 

 ４ 損害賠償額 あ 1,016,920 円 

 ５ 専決処分日 あ 令和２年７月２７日～令和２年８月６日 

 和解及び損害賠償の額の決定について，それぞれ専決処分し 

たので報告するもの 

 

請 負 金 額●545,600,000円 → 541,801,700円 

契約の相手方●グリーン企画建設株式会社 



 

 

（19） 報告第 82 号 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（20） 報告第 83 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専決処分の報告について（県営住宅等の明渡請求等に係 

る訴えの提起） 
 

 

○家賃等滞納者 １名 

○訴え提起の日 令和２年８月１８日 

専決処分の報告について（交通事故に係る和解及び損害 

賠償の額の決定） 
 

 

 

○事故の状況 

 １ 件   数 あ １４件 

 ２ 発   生 あ 令和元年１２月～令和２年５月 

 ３ 損 害 内 容 あ 人身事故，車両事故 

 ４ 損害賠償額 あ 2,723,303 円 

 ５ 専決処分日 あ 令和２年７月３０日～令和２年８月７日 

 長期にわたる県営住宅等の家賃等滞納者に対し住宅の明渡し 

及び滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起することについて，

それぞれ専決処分したので報告するもの 

 

交通事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について，それ 

ぞれ専決処分したので報告するもの 
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